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平成27年11月18日

最高裁判所事務総局秘書課長殿

最高裁判所事務総局家庭局第一課長和波宏典

当職は，平成27年11月10日から

（香港）に香港における国際ハーグネッ

ました。その概要は別紙のとおりです。

1月10日から同月13日までの間， 中華人民共和国

ﾖ際ハーグネットワーク裁判官会議出席のため出張し

以上

て
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(別紙）

第1 はじめに

2015年11月11日から13日まで，香港大学において，国際ハーグネットワ

ーク裁判官(IHNJ)第2回会議が開催され，我が国からは，和波宏典最高裁家庭

局第一課長が参加した。同会議は，香港政府がHCCHアジア大洋州事務局と協力

して実施している「2015年HCCHアジア大洋州週間(HCCHAsiaPacifc

Week2015)」と題する会議の一環として開催されたものであり，各国の国際ハー

グネットワーク裁判官が，裁判官ネットワークの運用や， 1980年子の奪取条

約及び1996年未成年者保護条約の運用を含む子の保護等に関するDirect

JudicialCommunication(DJC,直接的司法コミュニケーション）の在り方に

ついて意見交換を行った。参加者は，我が国を含む19か国（アルゼンチン，オ

ーストラリア，カナダ，香港， ドイツ，イスラエル， 日本，オランダ，ニュージ

ーランド， フィリピン，ポーランド，シンガポール，南アフリカ，スペイン，ス

リランカ，スイス， イギリス，アメリカ及びウルグアイ）から30名のネットワ

ーク裁判官が参加したほか， コモンウェルス（イギリス連邦）事務局,HCCH

常設事務局及びHCCHアジア大洋州事務局からも参加があった。

て

第2議論の概要

1 開会

冒頭， レイエスHCCHアジア大洋州事務局長(ProfessorAnselmoReyes)及び

ローティHCCH常設事務局一等書記官伽r.PhilippeLortie)から，挨拶が述べ

られた後，事前に配布された別紙1の議題案のとおり議事を進行することが了承

された。

2各国からの報告（議題1）

各国から, IHNJ第1回会議以降の，ネットワーク裁判官としての活動及び

DJCに関する活動についての報告がされた。

各国の報告の中では，多くの国から，国内の裁判官に対するネットワーク裁判

官の認知度を上げるとともに，国内的な裁判官ネットワークを創設して，国内に

おける情報の流通を図っていること （特に，カナダ及びアメリカからは,州ごと

に法制度が異なっていることから，国内裁判官ネットワークの構築が重要である

旨の指摘がされた｡)，ネットワーク裁判官が中心となって国内の裁判官に対する

研修を行ったり, ･研修の成果や条約等に関連する情報をウェブ・サイトに掲載す

るなどして，国内裁判官の質の向上を図っていること,DJCに関するガイドラ

インを作成したり法的基盤を整備するなどしてその利用促進を図っていること

（議題5参照）などが紹介された。

香港からは,HCCHアジア大洋州事務局と協力してアジア諸国に対する条約

の普及活動を行っており， 6月のマカオ会議や2015年HCCHアジア大洋州

週間と題して香港において開催されている本会議を含む一連の会議も，その活動

〔
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の一環として行われていることが報告された。

ローテイ書記官から， ラテンアメリカにおいては,HCCHラテンアメリカ事

務局が中心となって子の保護に関する活動を行っていることが紹介された。これ

に関連して， ラテンアメリカ諸国からの本会議への出席者が少ないが， これを改

善するためには，スペイン語通訳の利用を可能とすることが重要であるとの指摘

がされ，今後の検討課題とされた。またjアフリカ諸国については，財政的援助

も検討されるべきであるとの指摘もあった。

オーストラリアからは， 1996年未成年者保護条約について締約国に質問票

を送付し，その情報をまとめた資料を作成したこと （議題13参照)， 日本と協

力して調停人・仲裁人に関する共同研修セミナーを開催したことが紹介された。

我が国からは，昨年4月に1980年子の奪取条約に加盟し，本年5月に2名

のネットワーク裁判官を指名したこと，オーストラリアとの共同セミナーの開催

を始めとして，各国との協力関係の構築を推し進めていることを報告した。

フィリピンからは，現在，外務省が1980年子の奪取条約の締結の可能性に

ついて検討していること，それに先立って，フィリピン最高裁が2名のネットワ

ーク裁判官を指名したことが報告された。

シンガポールからは， 1980年子の奪取条約に関してDJCの促進を図るた

めの活動を行うとともに， 1996年未成年者保護条約の締結に向けた検討が進

められていることが報告された。また，南アフリカからも， 1996年未成年者

保護条約の締結に向けた検討が進められていることが報告された。

て

3国際的進展に関する報告（議題2， 3）

ウルグアイから，昨年4月にチリのサンティアゴで開催された，イベロアメリ

カ司法サミット(Ibero-AmericanJudicialSummit)第17回会議において, 22

か国のラテンアメリカ諸国が参加し，国際司法協力に関する議定書が採択されて

おり， これにより， ラテンアメリカ諸国における国際協力の促進及び円滑化が期

待されること，また,DJCに関しても，法的拘束力のないガイドラインを作成

することが検討されていることが報告された。

ローティ書記官から，本年2月に開催された欧州評議会閣僚委員会において，

子の移住(relocation)についての紛争の予防及び解決に関する勧告が採択され,司

法コミュニケーションに関するハーグー般原則(EmergingGuidanceand

GeneralPrinciples)に言及された旨が報告された。

〔

4子どもの意思の把握に関するドキュメンタリーの作成（溌題4, 20)

オランダから，オランダの映画製作会社(GoldenMonkeyEnterprises)が，子

の返還事件等における裁判官による子どものインタビュー場面等を撮影したド

キュメンタリーの作成を計画している旨が報告され，各国に対する協力が要請さ

れた。この計画は， 2011年に開催された1980年子の奪取条約及び199

6年未成年者保護条約に関する運用特別委員会が，子どものインタビューに携わ

る裁判官や専門家が適切な研修を受けることの重要性について決議したことを
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受け，各国において子どものインタビューがどのように実施されているかについ

ての実情を明らかにし，その情報を共有して相互にその質を高めることを目的と

しているとのことである。また， このプロジェクトについては，オランダ政府の

みならず，オランダのライデン大学及びユニセフからの協力が予定されていると

のことであった。なお，本会議の最終日には， ドキュメンタリー作成を実際に担

当するPieterFleury氏が出席し，各国からの質問に対して直接回答した。

この議論においては， このようなドキュメンタリーを作成することの有用性自

体を正面から否定する意見はなかったものの，撮影を行うことによって子どもに

対する悪影響があるのではないか，保秘やプライバシー保護の観点から問題があ

るのではないか，当事者の同意を得ることは困難ではないか， といった様々な問

題点や懸念が示された。 これに対し，オランダ及び製作会社からは，同会社は，

既に裁判官の研修等に関するドキュメンタリーを作成した実績があり，保秘やプ

ライバシーの保護については，法的にも技術的にも責任を持った対応が可能であ

る上，国によっては子どものインタビューが公開の手続で行われているとの情報

もあること，実際の撮影に当たっては専門家の助言を得ることも検討している等

の応答がされた。また，本ドキュメンタリーは，製作会社が主導して行うもので

あることから， 当事者の同意については裁判官が当事者に打診するのではなく，

製作会社において責任を持って当事者との交渉を行う旨の説明もされた。

上記のような議論及び質疑応答を経て，本会議の結論としては， ドキュメンタ

リーの作成自体は，オランダあるいは製作会社の責任において行うものであり，

今後も関心のある国等との間で継続的に交渉及び検討が行われることについて

は異論はないが，本会議の同プロジェクトに対するスタンスとしては，積極的に

は賛成の意思も反対の意思も表明しないことが確認された（その結果，結論及び

勧告でも言及されていない｡)。

なお，オランダ及び製作会社から，我が国に対し，家庭裁判所調査官による子

どもとの面接場面を撮影することができないかとの打診がされた。これに対して

は，本会議での議論でも指摘されたとおり，子どもに対する影響等についての懸

念が払拭できず，また，面接自体が非公開であることから，撮影は困難と思われ

る旨回答したが，今後も協力を要請される可能性があると思われる。

て

〔

5 司法コミュニケーションに関する国内的規律（溌題5）

カナダから， 2名の国際ハーグネットワーク裁判官の指名に加え， 13の各州

において担当裁判官を指名することで国内裁判官ネットワークを創設している

こと，国内ネットワークを利用した司法コミュニケーションについては，それに

関する議定書やガイドラインを作成して利用促進を図っていること，ガイドライ，

ンにおいては, DJCに関するハーグー般原則も参照しながら，司法コミュニケ

－ションにおいて留意すべき点についてのチェックリストを作成していること，

カナダは判例法国であることから， このネットワークを利用することで他の州に

おける先例の確認が迅速かつ確実に行えるようになっていること等が紹介され

た。なお，司法コミュニケーションにおいては，相手方の裁判官による実質的判
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断事項(merit)そのものについて影響を与えることができないことは当然である

が，そのような事項についての意見交換が禁止されるものではなく，むしろ，そ

のような意見交換は望ましいものと考えている旨が述べられた。

香港からは，主に国際的な場面を念頭に置いて,DJCに関するガイドライン

が作成されたことが紹介された。このガイドラインは，子の返還事件に関し， ド

イツのネットワーク裁判官からの申入れがあったことに端を発しており，香港の

裁判官が必ずしてもDJCに関する十分な知識を有していないことから，より迅

速で円滑なコミュニケーションの実施を確保するという観点から作成されたも

のであるが，ガイドラインという名称から明らかなとおり，法的な拘束力を持つ

ものではなく，実際の運用については裁判官の裁量に委ねられているとの説明が

された。なお，ガイドライン作成後に実際に司法コミュニケーションの要請を受

けた事例は1件のみであるとのことである。

スペインからは， コモンロー諸国と異なり，大陸法国であるスペインにおいて

は, DJCを実施する上で，裁判官の裁量に委ねたり，法的拘束力のないガイド

ラインを作成したりするのみでは十分ではなく，国内法上の明確な根拠が必要で

あるとの報告がされた。そして, EUのメンバー国としては, DJCを実施する

ことが必要であり， これまでは， 1996年未成年者保護条約やEU規則等を根

拠に実施していたが，必ずしも十分な規律がされていなかったことから，国際司

法コミュニケーションに関する新法が制定され，その施行を待っているところで

あるとの説明がされた。あわせて，欧州委員会が，現在, DJCに関する法的文

書の作成について専門家の意見を求めていることが紹介された。

アルゼンチン及びウルグアイからは，スペインと同様に,DJCについての国

内法が作成されている旨が報告された。

イスラエルから, DJCについては保秘の観点から問題があり得るが，イスラ

エル法上，裁判官は自らの責任で保秘の規律に従わないという判断をする裁量が

認められていることから，法的にはDJCの実施は可能であると考えているが，

国内の裁判官は， この裁量権を行使することに消極であることから，実際にはD

JCは全く活用されていないとの説明がされた。

て

〔

6 DJCに関する情報文書について（議題6)

ローテイ書記官から，特定事件におけるDJCに関する情報文書についての説

明がされ，本文書に基づいて議論が行われた。

我が国からは，本文書は，事件担当裁判官による「直接的な」コミュニケーシ

ョンと， 「特定事件」に関するコミュニケーションという二つの異なる問題を併

せて扱っているが， これらは区別して議論されるべきと考えられること，前者に

ついては， 日本法上， これを許容する明確な根拠がなく， これを直ちに実施する

ことは困難であると考えられること，一方，後者については，具体的に扱われる

事項によってその可否は異なり得るものの，国際ハーグネットワーク裁判官を通

じたコミュニケーションであれば，特定事件に関するものであっても国内法上全

く許容されないとまではいえないと思われること， したがって，司法コミュニケ
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－ションの実施に関しては，各国の国内法を尊重し，その裁量を認めることが必

要であり，本文書も，そのような柔軟性を認めるものとして理解すべきである旨

を指摘した。

この指摘に対し， ドイツからは，ネットワーク裁判官を通じることによって情

報を得るために時間がかかるおそれがあること，裁判官によっては，ネットワー

ク裁判官を介するのではなく，直接，担当の裁判官と意見交換をしたいとの希望

を有することがあるとの意見が述べられた。

一方で，オーストラリアからは，各国の国内法を尊重することは重要であり，

ネットワーク裁判官を通じたコミュニケーションを希望する日本の要望は尊重

されるべきであるとのコメントが，アメリカから，アメリカの国内裁判官の中に

は，他国の裁判官とのコミュニケーションについて，直接のやり取りではなく，

ネットワーク裁判官を通じることを希望する者も少なくなく， 日本が指摘するよ

うな柔軟性は重要であるとのコメントが述べられた。また,HCCH事務局から，

本文書は，直接のコミュニケーションについて記載したものであるが，飽くまで

もガイドラインを提供するものにすぎず，各国の裁判官を拘束するものではない

こと,DJCについても，ハーグー般原則の6において記載がされているとおり，

その実施については，各国の法制度を尊重することが当然に要求されることから，

特定事件についてのコミュニケーションがネットワーク裁判官を通じて実施さ

れることが否定されるものではないとの説明がされた。

最後に， ローテイ書記官から，本文書については，今後,HCCH一般問題政

策評議会に提出され，締約国による承認を得ることが予定されているとの説明が

された。

〔

7 司法コミュニケーションの法的根拠に関する文書について（議題7）

マイヤHCCH上級法務官伽s.MajaGro鋤から, DJCの法的根拠に関する

文書についての説明がされた後，意見交換が行われた。

司法コミュニケーションの法的根拠については，本文書にもあるとおり，国内

法上，明確な法的規律が必要であるとする国と，裁判官の裁量によって実施する

ことが可能であるとする国とに分かれたが，各国の国内法制度を尊重すべきであ

ることについて異論はなかった。また，司法コミュニケーションの重要性に鑑み，

法的規律が必要とされる国においては，その整備を行うことが望ましいとの意見

が述べられた。

これに関連し， ローテイ書記官から， ビデオリンクによる証人尋問について言

及があった。すなわち，外国において証人の尋問を実施し， これをビデオに録画

した上で，裁判係属国に証拠として送付することは， 1970年証拠収集条約に

よって規律されることとなるが，二つの裁判所をビデオリンクで接続し，直接の

証人尋問を実施することは同条約の規律外であり， これについても，今後，検討

を行う必要があるとの説明がされた｡，

このビデオリンクによる証人尋問についても，司法コミュニケーションと同様

に，裁判官の裁量によって実施することが可能であり，既に実施がされていると

〔
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いう国と， この実施については，国内法上の明確な法的根拠が必要であるとの国

に分かれた。そして，既に実施をしている国からは，その実施に当たっては，外

国に出頭している証人に対する訴訟指揮の実効性をどのように確保するのか，時

差の問題をどのように解決するか，費用負担についてどのように考えるべきか，

といった問題について検討しておく必要があるとの指摘がされた。なお，費用の

問題に関し，スカイプを利用することで解決できるとの指摘もあったが， これに

対してはセキュリティ確保の観点からは，裁判手続でスカイプを利用することに

ついては消極であるとの指摘もされた。

我が国からは，司法コミュニケーションについても，ビデオリンクによる証人

尋問のいずれについても，国内法上の明確な法的根拠が必要なことはいうまでも

ないが， これらについては，主権の問題を含む国際法上の論点も検討する必要が

あると思われる旨を指摘した。すなわち， ピデオリンクによる証人尋問は主権の

行使にほかならず，これを認める条約等の国際約束が必要なのではないか,また，

特定事件における直接的な司法コミュニケーションも証拠収集としての性格を

有することがあり得,その場合には同様の問題があるのではないか，したがって，

本文書においては，国内法上の規律のみならず，国際法上の論点についても検討

すべきではないか， との指摘を行った。

これに対し，マイヤ上級法務官からは，国際法上の根拠についても検討する必

要があるとの指摘はそのとおりであること，現在の枠組みとしては， 1996年

未成年者保護条約が，部分的ではあるものの，子どもに関する事件についての直

接的な司法コミュニケーションの根拠となり得ると考えられること，今後は， よ

り広い範囲において直接的な司法コミュニケーションの実施を可能とするため

に，条約や議定書の作成も含めて検討していく必要があると考えているとの応答

がされた。なお，本文書については， 1980年子の奪取条約及び1996年未

成年者保護条約に関する運用特別委員会第7回会議に向けて，各国に対する更な

る調査を実施した上で，改定を行っていく予定である旨が説明された。

〔

〔 8 DJCの利用及びネットワーク裁判官の指名の促進について（議題8)

コモンウェルス（イギリス連邦）事務局から，イギリス連邦の各国を訪問し，

国際ハーグネットワーク裁判官の選任を働き掛けるとともに，子の返還事件を含

むハーグ条約関係事件を担当する裁判官の研修に力を入れている旨の報告がさ

れた。また，昨年5月にボツワナ共和国のハボローネにおいて， コモンウェルス

司法大臣等会議が開催され，その声明(Communique)において, 1980年子の

奪取条約及び1996年未成年者保護条約の締約国の拡大並びにネットワーク

裁判官の指名が促進されるべきことに言及された旨が報告された。

ローテイ書記官からは,HCCHアジア大洋州事務局が中心となって，アジア

諸国に対してネットワーク裁判官の指名を働き掛けているが，その中でもロシア

及びインドに対して積極的な働き掛けを行っていることが報告された。また，各

地域において，近隣の数か国が集まって意見交換を行うことも有用であることか

ら，そのような活動が行われることを期待している旨が述べられた。
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これを受けて，シンガポールからは，アジア地域での条約の普及活動の一環と

して，来年9月に国際会議の開催を予定している旨が報告された。また，我が国

からは, IHNJの活動そのものではないが，中央当局が中心となって，子の奪

取条約の円滑な運用をテーマとして，来年6月に東京での国際会議の開催が予定

されている旨を報告した。

なお， ドイツから，ネットワーク裁判官の指名に関し，指名される裁判官は，

実際に子の返還事件を担当し，同事件についての知識経験を有しているべきであ

るとの意見が述べられた。これに対し，我が国からは，ハーグー般原則にもある

とおり，ネットワーク裁判官が事件担当裁判官であることが望ましいことはその

とおりであるが，各国の国内事情によっては，事件担当裁判官を指名することが

困難なこともあり得ること，そのため，ネットワーク裁判官の指名を促進すると

いう観点からは，その指名について各国に裁量を認めることが相当である上，事

件を担当していない裁判官であっても，他国とのコミュニケーションを適切にと

るという役割を果たすことは十分に可能であると考える旨応答した。また， ロー

テイ書記官からは，事件担当裁判官を指名することが困難で，それ以外の裁判官

を指名している国は日本以外にもあるが，それは十分に機能していること，誰を

ネットワーク裁判官に指名するかについては，基本的に各国の権限当局の裁量に

委ねられている旨の説明がされた。

て

9 DJCに関する年間報告について（議題9)

各国から,DJCに関する年間報告や詳細な統計情報を公表することは,DJ

Cの活用を促進するために有用であるとのコメントが相次いだことから,HCC

H事務局において，人的・物的に可能な限り，年間報告を作成する方向で検討し

たい旨が述べられるとともに，その作成のために，各国に対し,DJCを利用し

た場合に，その数や内容についてHCCH事務局に報告をすることが要望された。

なお，各国からの報告の質を確保し，その促進を図るためには，統一的なひな形

(template)を作成することが有用であるとの指摘があり,HCCH事務局におい

てその作成を検討することとされた。〔

10他のネットワークとの協力について（議題10)

ラテンアメリカ諸国やヨーロッパ諸国から，国内の裁判官ネットワークに加え，

独自の地域的司法ネットワークが構築されており，これらのネットワークと国際

ハーグネットワーク裁判官との間では緊密な連携が図られているとの報告がさ

れた。

なお， ドイツからは，各国において国内の裁判官ネットワークが構築されてい

ることは望ましいが，それによるデメリットにも注意する必要があるとの指摘が

された。具体的には，国際ハーグネットワーク裁判官が， ドイツからの質問をそ

のまま国内のネットワーク裁判官に転達したが，その質問内容が十分に国内のネ

ットワーク裁判官に伝わっていなかったために，再度，質問内容を－から説明す

ることが必要となるなど，国際ハーグネットワーク裁判官が機能していない事例
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があったこと，また，国内のネットワーク裁判官と国際ハーグネットワーク裁判

官の両方から異なる回答が来てしまい， ドイツとしては対応に苦慮したという事

案があったことが紹介され，国内の裁判官ネットワークを構築する際には，国際

ハーグネットワーク裁判官との役割分担を明確にする必要があるとのコメント

が述べられた。

これに対し，カナダから，前者の事例はカナダの例であると思われるが，カナ

ダでは，国際ハーグネットワーク裁判官は，各州の法律問題について回答する権

限がないため，国内のネットワーク裁判官にその回答を委ねざるを得ないことが

ある旨の説明がされるとともに，最大の問題は，国内において，子の奪取を含む

国際家族問題について専門的知識を有している裁判官が少ないことであり，その

ため，カナダにおいては，国際ハーグネットワーク裁判官が中心となって裁判官

の研修に力を入れているとの説明がされた。

て 1 1 1HNJ専用ページ及び裁判官ニユーズレターについて（議題1 1 , 12)

ローティ書記官から,HCCHウェブ・サイトのリニューアルが予定されてお

り，その際, IHNJ及びDJCに特化したページを設けることが有用であると

考えている旨の報告がされた。これに対し，各国から賛成の意思が表明されると

ともに, IHNJの認知度を上げるために，独自のロゴを作成することを検討す

べきであるとのコメントが述べられた。

裁判官ニューズレターについても,各国から，その有用性が指摘されるととも

に，発行の際には，特定のテーマについて特集を組むことを期待するとのコメン

トが述べられた。なお，議場外において，ローテイ書記官から我が国に対し，ニ

ューズレターを発行する際には，本日の我が国の報告内容を論文として掲載する

ことを検討してほしい旨の要請がされた。

12 1996年条約に関する調査について（議題13）

オーストラリアから， 1996年未成年者保護条約の運用に関し，締約国に質

問票を送付して調査を依頼し，その結果をまとめた旨の報告がされた。その調査

結果をまとめた資料には， 1996年未成年者保護条約第26条に関する国内法

の規律や具体的な手続の運用等について貴重な情報が記載されていることから，

同条約の運用に関しての情報が必要になった際には，まずはこの資料を参照する

ことが有用と思われる旨の説明がされた。

〔

13 日本における子の奪取条約の運用状況について（議題14）

我が国から，別紙2及び3のとおり， 日本における子の返還申立事件に関する

法的枠組み及び現在までの運用状況について報告を行い， これに対し，以下のと

おり質疑応答がされた。

アメリカから，子どもとの面接において，家庭裁判所調査官のような専門家の

役割は非常に重要であるとの指摘がされるとともに，具体的に， どのような研修

やトレーニングを受けているのかについて質問がされた。この質問に対し，家庭
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裁判所調査官となるためには，研修所に入所して2年間の研修を受ける必要があ

るほか，家庭裁判所調査官となった後においても，面接技法等について継続的に

様々な研修を受け，その専門的技量の向上を図っている旨を回答した。なお，幾

つかの国から，家事事件における家庭裁判所調査官の役割に照らすと, "Family

CourtProbationOmcef'という訳語には違和感があるとの感想が述べられた。

オランダからは，子どもの意思を把握する際に，必ず家庭裁判所調査官による

調査がされるのか，裁判官が直接子どもと面接をすることはないのかについて質

問がされた。この質問に対し，子どもの意思を把握するための手段を決定するの

は裁判官であり，裁判官は，子どもの年齢や両親からの情報等様々な要素を考慮

して， どの手段を採用するかを決定すること，例えば，子どもの年齢が高いよう

な場合には，裁判官が直接子どもから話を聞くこともあること，家庭裁判所調査

官は，全ての事件で調査を行うことにはなっておらず，裁判官からの命令を受け

てはじめて調査を行うことになる旨を回答した。

ドイツからは，和解や調停が成立した場合に，その合意内容を執行するために

は別途裁判手続を経る必要があるのかについて質問がされた。 この質問に対し，

和解や調停は，確定した裁判と同様の効力を有することから，執行力を付与する

ためには，別途裁判手続を経る必要はない旨を回答した。

フィリピンからは， 日本のネットワーク裁判官は，子の奪取条約に関する事項

のみを扱うのかについて質問がされた。この質問に対しては，ネットワーク裁判

官は，子の奪取条約との関連で指名されたが，その役割が同条約に関する事項の

みに限定されるものとは考えておらず，それ以外の事項についても可能な限り対

応したい旨を回答した。

なお，上記の質疑応答に加え，議場外でのやり取りや帰国後に受領したメール

の中で，様々な国からプレゼンテーション資料の送付を求められるなど，我が国

の運用については，高い関心が寄せられていることがうかがわれた。

て

14第7回運用特別委員会について（議題15）

ローテイ書記官から， 1980年子の奪取条約及び1996年未成年者保護条

約に関する第7回運用特別委員会は， 2017年の後半に開催することが予定さ

れている旨が報告されるとともに,HCCH事務局としては，同委員会における

議題の一つとして， 1980年子の奪取条約第15条についての検討を進めてい

ることが説明された。

各国からは， 1996年未成年者保護条約第11条及び第26条との関係にお

いて，特に，外国でされた当事者間の合意についての承認及び執行に関する議論

を行うべきであるとの意見が述べられた。

〔

15マルタ会議について（議題16）

マイヤ上級法務官から，第4回のマルタ会議が， 2016年5月に開催される

ことが予定されており，そこでは，シャリア法の影響を強く受けているイスラム

国に対し， 1980年子の奪取条約を始めとするハーグ条約への加盟及びネット
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ワーク裁判官の指名に関する働き掛けを強化することが重要と考えられる旨が

説明された。

これに対し，香港から，中国にもイスラム人口が少なくないことから，中国に

対する働き掛けを強化することも重要である旨が述べられた。

16 13条1項bに関する運用指針について（議題17， 18）

標記に関する作業部会の議長である，ブライアント・オーストラリア家庭裁判

所長官から，作業部会設置の背景についての説明がされた。すなわち， 1980

年子の奪取条約の採択当時は，返還拒否事由として，家庭内暴力(DV)を広く

取り込むか，限定的に解するかに関して争いがあり，結果的に，子どもに対する

重大な危険として， 13条1項bの文言となったという経緯がある。しかし，そ

の後,DVについて，身体的なもののみならず，精神的なものも含むこととなっ

たり，各国において,DV保護のための法制度が整備されたりするなど， この問

題をめぐる状況は大きく変化した。また，条約発効後の各国の運用において， 1

3条1項bの解釈についても，方向性の違った議論がされるようになってきてい

る。そこで， 13条1項bについて，各国の運用を見据えながら，運用指針を作

成することが必要であると考えられる。

上記の導入説明の後，幾つかの仮説事例を基に，特に，①子どもの意思をどの

ように把握するか,@mediationを考慮するか,@DJCを利用するか，利用す

るとすれば，どのような目的で利用するか，といった点について議論が行われた。

①については, EU諸国においては，裁判官は子どもとの面接をしなければな

らないとされていること，できる限り，子どもに独立の代理人（法的手続に関す

る代理人ではなく，子どもの利益を代表するための代理人）を選任する必要があ

ると考えられていることが説明された。また，イギリスにおいてはカフカスが，

オーストラリアにおいてはFamilyConsultantが，子どもとの面接を行うことが

考えられる旨が述べられた。我が国からは，実施法上，家庭裁判所は，子の意思

を適切に把握して考慮しなければならないとされていること，裁判官の判断によ

るものの，必要に応じて，家庭裁判所調査官が子どもとの面接をして，その意思

を把握することがあることを説明した。

②については，多くの国において,DVが疑われる事案や, DVを理由として

刑事手続が進んでいる場合には,mediationを利用することは考えられないとの

コメントが述べられるとともに，国によっては，そのような場合には，法律上

mediationの利用が禁止されていることもあるとの説明がされた。

③については，多くの国では, DVの主張に対しては, DJCを利用して，返

還を求められている国における保護措置に関する情報や，刑事手続が係属してい

る場合には，一般的に刑事手続がどのように進んでいくのかといった点に関する

情報を入手することが有用である旨が述べられた。また，アメリカからは，アメ

リカでは逮捕状の内容についてもDJCで入手することが可能であるとの説明

がされた。

以上のとおり，本議論においては， 13条1項bが論点となる事例において，

て

〔
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各国がどのような手続を利用しながら手続を進めていくかについては，有意義な

意見交換がされたものの， 13条1項bについて，具体的にどのような事実を基

にして， どのように解釈すべきかについては，全体としてあまり深まった議論が

されなかった。

第3結論及び勧告（譲題21）

本会議の結論及び勧告について,HCCH事務局から提案された結論及び勧告

（案)に基づいて議論が行われたが，そのうち我が国に関連するものは以下のとお

りである。

まず，我が国の1980年子の奪取条約の運用に関する報告について， これを

歓迎する旨のパラグラフを盛り込むことが提案された。この提案に賛成する意見

も少なくなかったものの，特定の国の報告のみを取り出して記載することについ

ては先例がないとの指摘がされ,最終的には盛り込まれないこととなった。なお，

結論及び勧告（案）の作成については,HCCH事務局のローテイ書記官及びマ

イヤ上級法務官のほか， 5か国で構成される作業部会において検討が行われたが，

この作業部会のメンバーとしても我が国に声が掛けられるなど，我が国の参加に

対しては高い関心が寄せられていることがうかがわれた（我が国以外のメンバー

国は，オーストラリア， ドイツ， スペイン及びウルグアイである｡)。

また，国際ハーグネットワーク裁判官の指名（パラグラフ7）に関し， 「同裁

判官は事件担当裁判官でなければならない(mustbesittingjudges)」 との文言と

することが提案されたが，我が国から，会議において指摘したとおりの懸念があ

ることから， より柔軟な文言とすべきであるとの指摘を行い，最終的には，ハー

グー般原則1．2で用いられている文言である「同裁判官は事件担当裁判官とすべ

きである(shouldbesittingjudges)」 とされた。

さらに，次回のIHNJ会議の開催（パラグラフ33)に関し， ローテイ書記

官から我が国に対し，来年の東京での国際会議に併せて, IHNJの会議を開催

することを検討してほしい旨の要望が述べられた。

以上のような議論を経て，別紙4のとおり，結論及び勧告が採択され，本会議

は閉会となった。

（

〔

以 上

13



THELEGALFRAMEWORKANDTHEPRACTICALOPERATION

OFTHECONVENITONONTHECIVILASPECTSOF

INTERNATIONALCHIIJDABDUCTIONINJAPAN

I INTRODUCTION

Iwouldliketotakethisopportunitytoexplainthelegal fiPameworkandthe

practicaloperationofthel980ConventioninJapan.

●First,IwouldliketooverviewtheprocessthatJapanacceptedthel980

Convention.

●Japandepositedtheinstrumentofacceptanceon24thofJanuary2014,last

yearandOtheConventionenteredintofbrceonlstofAprilaccordingtoArticle43of

theConvention. OInaddition, JapanenactedtheActfbrlmplementationofthe

ConventionandtheSupremeCoUrtRulesofProceduresfbrReturnCasesunderthe

Act・ TheActandtheRules,asimplementinglegislation,becameeffectiveonthe

samedaytheConventionenteredintofbrce,whichislstofApril lastyear. OAsl

mentionedearlierlJapandesignated2HagueNetworkJudgesinMay.

(‐

InJapan,boththeConventionandtheimplementinglegislationhavethefbrce

of law. Howeverallprovisions oftheConventionare incorporated intothe

implementinglegislation・ Therefbrethecourtproceedingsareconductedunderthe

implementing legislation. Needless tosayj theprovisionsofthe implementing

legislationshouldbeinterpretedinaccordancewiththeConvention.

TheActhas introducedawholenewsetofcourtproceedingsfOrincoming

returncases. TheEnglishtranslationsoftheActandtheRulescanbefbundonthe

websiteoftheJapaneseMinistryofJusticeandMinistry.ofForeignAffaires. So

pleaserefbrtothemlater.

〈

II FEATURESOFTHEJAPANESELEGALFRAMEWORKTO

IMPLEMENTTHECONVENTION

●HerelwouldliketoexplainsomefeamresoftheJapaneselegalfiPamework
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undertheAct.

●Firstpointisconcentrationofjurisdiction. Jurisdictionoverreturncases

inthefirstinstanceisconcentratedin2courts,whicharetheTbkyoFamilyCourtand

theOsakafamilycourt. Jurisdictionisdeterminedaccordingtothelocationofthe

child. OSpecificallyjifthechildisineasternpartofJapan,theTbkyoFamilyCourt

hasjurisdiction,andOifthechildisinthewesternpartofJapan,theOsakaFamily

Courthasjurisdiction.

Oneofthepurposesofconcentratedjurisdictionistoaccumulateexpertisein

theConvention. Aslmentionedearli"thecourtproceedingsfbrreturncases is

newlyintroducedinJapan・ TherefbrewethinkitveryimportantthattheTbkyoand

OsakaFamilyCourthavejurisdictionoverreturncasesexclusivelyinorderto

accumulateexperienceanddevelopexPertiseconcerningtheConvention.

BefbreJapanacceptedtheConvention,wehadlearnedmanythingsfiPom

othermemberstates・Andthisfeatureisoneoftheresultsofthem. IwoUldliketo

take this opportunitytothankgeneroUsaSsistanceofmanycountriesandthe

pennanentbureauoftheHagueConference.

て

●Secondpointisclosedproceedings・ Intheprocedureoftheretumcase,

familymattersarehandledandprotectionofprivacyishighlyrequired. Therefbre

generallytheproceedingsofthereturncaseshallnotbeopentothepublic.
〔

●Thispolicyappliestotheinspectionofthecaserecord,whichmeans

pennissionbythecourtisnecessarytoreadorcopythecaserecord. Inprinciple,the

court shallgrantthepennissionfbrtherequestbythepartiesexceptwherethe

inspectionwouldhanntheinterestsofthechild,thepartiesorthirdparties.

●Howeverthecourtwillnotpenniteventhepartiestoinspectthepartofthe

caserecorddescribingthelocationofthesUmectchildprovidedbytheJapanese

CentralAuthority. OTheonlyexceptionsare: 1)whentherespOndenthasconsented

toinspecttheinfbrmation;or2)theinspectionoftheinfbnnationisnecessaryto

2



enfbrCeafinalandbindingreturnorderb

●ThirdpointisNeExeatOrderlwhichistheiniunctionagainstdepartingof

thes呵ectchildfromJapan.

Uponpetitionbyeitherpartytothecase,thecourtwherethereturncaseis

pendingmayordertheotherpartynottohavethesuhiectchilddepartfifomJapanand

●tosurrenderthepassportOfthechildtotheJapaneseCentralAuthority. OIfthe

partydoesnotcomplywiththeordertosurrenderthepassport,thecourtshallimposea

non-penalfineofupto200,000Japaneseyenonhim/her.

で
●Forthpointisacourtbasedconciliationandajudicialsettlement. OFrom

theviewpointofthatamicablesolutionisdesirable,thecourtwherethereturncaseis

pendingmayreferthecasetothecourtbasedconciliationwiththeconsentofthe

partiesorattempttoarrangeajudicial settlement. Acourtbasedconciliationis

conductedbyacommitteecomposedofonejudgewhoisseizedoftheretUrncaseand

twofamilyconciliators. AIsoaprocedureofajudicialsettlementisconductedbythe

judgeWhoisseizedofthereturncase.

●Finalpointlwouldliketomentionisenfbrcementofafinalandbinding

returnordeLespeciallyprepositionofindirectcompulsoryexecution・ Underthe

JapaneselegalsyStem,enfbrcementcanbeexecutedonlyafterthereturnorderbecame

finalandbinding・ Andapetitionofthepartyisnecessarytoexecuteafinaland

bindingreturnorder.

〔

TheActhasintroducedtwophasesofthecompulsoryexecution． ●Thefirst

phaseiscalled"indirectcompulsoryexecution,"whichisamonetarysanctionandO

thesecondphaseiscalledGGexecutionbysubstitute,''whichisdirectexecution. We

thinkthatavoluntaryreturnshouldbesoughtasmuchaspossibleevenatthe

enfbrcementstage・ Therefbreapetitionfbrtheexecutionbysubstitutemaynotbe

filedbefbretheindirectcompulsoryexecution.
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AlthoughIwillnotexplaindetails, theActincludesprovisionsregarding

considerationofthebestinterestofthechildintheenfbrcementprocedure.

III STATISTICALINFORMATIONANDPRACTICALOPERATION

●Next, IwouldliketointroducestatiStical infbrmationandoveIviewthe

practicaloperationoftheConventioninJapan.

●FromlstofApril lastyeartotheendofSeptemberthisyear,whichmeans

duringtheone-and-a-halfyearperiodaftertheConventionenteredintofbrcefbrJapan,

thenumberofapplicationsofretumcasestotheTbkyoorOsakaFamilyCourtsis30,

whichiscalculatedonthenumberofchildrenbasis． ●Amongthat30cases,21

caseswereconcluded.ORegardingoutcomes,13caSeswereconcludedbyreturn

orderswithoutconsent,OlcasebyjudicialrefUsalandO7casesbyaconclusionof

acourtbasedconciliation,whichiscategorisedintojudicialreturnwithconsent.

●Withregardtothetiminginremrncasesinthefirstinstance,themeantime

of21caseswas54days.

で

●Concemingappeals,among21caseswhichwereconcludedinthefIrst

instance,14caseswereapPealedandallwereconclUdedbytheendofSeptember.

●Theoutcomeswerethatl2caseswereconcludedbydismissalofan

appeal,OlcasebywithdrawalofanappealandOlcasebyreversalofanoriginal

decision. Itshowsthatthemostdecisionsofthefirstinstanceweremaintained.
［

Asl indicated, thereturncasesinJapanwereconcludedveryquicklyuntil

now・ Asyouwouldexpect, speedisakeyissuewhenconsideringthesuccessfill

workingoftheConvention.

Article ll(2) oftheConvention implies a sixweekperiod inwhich

applicationsshouldberesolved. AlthoughweUnderstandthatitisnotaconventional

obligationandaproperoutcomeisalsoimportant,inordertoconcludethereturncase

assmoothlyaspossibletheTbkyoandOsakaFamilyCourtshaveadoptedanew

modelofproceedings.
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●Iwouldliketointroducetheoutlineofthismodel.

●Firstlyuponthereceiptofawrittenapplication,Othecourtwill,without

delayjdesignatetwodatesfbrtheproceedings. OThefirstdatefbrtheproceedingsis

setonapproximately2weeksafterawrittenapplicationwasfiled. OThesecond

datefbrtheproceedinggissetonapproximately3weeksafierthefirstdate,thatis5

weeksafiertheapplication.

●Becausethefirstdatefbrtheproceedingsisexpectedtobeheld2weeks

afiertheapplication, itwouldnotbeenoughtimefbrtheparties,especiallyfbrthe

respondent,toprepare. OTherefbreonthefirstdatefbrtheproceedings,thejudge,

orjudges,mainlyclarifiesthepointsoftheargumentsorallyconsideringdocuments
に

andevidencessubmittedbythepartiesifanyb

〔
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●Betweenthefirstandtheseconddates,thefamilycourtprobationofficer

mayconductanexaminationofthefacts. Familycourtprobationofficersare

specialistsinthefieldofbehavioralsciencesuchaspsychologybsociology>pedagogyb

andSocialwork. OTheyconductexaminationofthefactsbyusingtheirknowledge

andtechniquesinbehavioral science,fbrexample,aboutthechild'sviewonbeing

returnedtothehabitual residenceorwhetherthechildhassettled intothenew

environment,etc・ lthinktheyexerciseasimilarfimctiontothefamilyconsultantof

Australia.

Iftheinvolvementofthefamilycourtprobationofficerisexpected,he/she

willattendthefirstdatefbrtheproceedingsandmakesnecessaryarrangementsfbran

examinationofthefacts.
で
道

Alsodependingonthecircumstances, thedatefbrtheproceedingsmaybe

heldseveraltimesbetweenthefirstandtheseconddates． ．

●Ontheseconddatefbrtheproceedings,generallythejudge,orjudges,

conductsanexaminationofthefactsbasedondocumentsandevidencessubmittedby

thepartiesbetweenthedatesand, ifconducted,theresultoftheexaminationofthe

factsbythefamilycourtprobationOfficer. OThejudge; orjudges,mayhear

statementsdirectlyfiPomthepartiesifnecessary.

Duringthisprocess,ajudicialsettlementmaybeattemptedorthecasemaybe

referredtoacourtbasedconciliationifthepartiesconsenttoit.

●At theendoftheseconddate, thejudge, orjudges, concludesthe

proceedingsandsetsthedatetomakeajudicialdecision. OThedatetomakea

judicialdecisionisnOnnallysetapproximatelylweekaftertheseconddate,thatis6

weekSafferanapplication.

〔

Nottomentionthatcooperationofthepartiesisextremelyimportantfbrthe

expeditiousandappropriateprocedure. Therefbreitisadvisablefbrthepartiesto

consultanattorneyb lnthisrespect, theJapaneseCentralAuthoritydealswiththe

LawyerReferralServicebytheJapanFederationofBarAssociation.
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AIsolwouldliketostressthatthismodel isjustanidealoneandthejudge

doesnotnecessarilysticktothismodel. Eachjudgeconductscourtproceedings

properlytakingintoconsiderationcircumstancesofindividualcaseinordertoachieve

thebestinterestofthechild.

III CONCLUSIONS

●Iexplainedfeaturesofthelegalfiameworkandoverviewofthepractical

operationoftheConventioninJapan.

JapanjoinedtheConventionrecentlyandcurrentlyhasalittieexperience

regardingthepracticaloperationoftheConvemion,however itishopedthatthis

infbnnationwillbebeneficialtootherstates.

AIsowewouldliketokeepcommunicatingwithothercontractingstatesof

theConvention, thepennanentbureauoftheHagueConferenceandothersthrough

variouschannelssuchasthelntemationalHagueNetworkfbrJudgesandmakethe

besteffbrttodevelopthemoreeffective implementationandapplicationofthe

Convention.

●Ithankyoufbryourattention.

て

〔

7


